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大宮民商News
２．５ 参加者募集中

全国中小業者決起大会
日時：2 月 5 日（水）13:00 ～ 15:30
　　　( 集合は 10 時半に大宮駅 豆の木前）
会場：砂防会館 東京都千代田区平河町 2-7-4
　参加者には規定の行動費・交通費を支給します。
参加申込は大宮民商までご連絡ください。

西区にお住い又は事業所のある会員さんへ
　西支部は春の会員拡大運動として、民商チラシをポ
スティングします。お手伝いいただける方を大募集！
　と　き：2 月 11日（火・祝日）
　ところ：ライフ指扇店周辺
　集　合：午前 10時　ライフ駐車場
※配布は一人当たり 100 枚。1 時間程度で終わります。
終了後、参加者全員で昼食会を開
催します。費用は支部持ちです。
ご協力いただける方は、2月7日（金）
までに事務局（048-623-6731）へご
連絡ください。

大宮民商 事務所
2月5 日（水）は休業です。

（全国中小業者決起大会に参加のため）
 ご不便をお掛けしま
すが、よろしくお願
いします。

令和 6 年分 確定申告は定額減税に注意！
●“定額減税”の対象人数と金額、「その他」欄に数字の ２ を記入しましょう！

� 　今回の申告書には「㊹令和 6年分�特別税額控除」と
いう欄がありますが、ここを書き忘れると定額減税の恩
恵を受けられなくなるので、絶対に記入してください。
「人数」の欄は、申告者本人＋扶養親族の数を記入（16
歳未満の扶養親族も数に含む）します。金額の欄には
「人数」× 3万円の金額を記入します。そして申告書第
二表の「配偶者や親族に関する事項」欄の右端「その他」
のマスに数字の「2」を記入します。分からない時は民
商に相談してください。

　例：扶養対象の配偶者・18 歳の子・0 歳の子がいる場合、申告者本人も含めて「人数」は 4、「金額」は 12 万円となる。

《 予　定　表 》
2/  5（水）全国中小業者決起大会（東京・砂防会館）
2/  6（木）大宮税務署 要請行動
2/  7（金）常任理事会 18:00 ～　理事会 19:00 ～
2/  9（日）申告学習会（与野本町ｺﾐｾﾝ第 5 会議室）18:00～20:00
2/13（木）申告学習会（片柳ｺﾐｾﾝ第 1 集会室）13:30～17:00
2/14（金）申告学習会（七里ｺﾐｾﾝ第 1 集会室）13:30～17:00
2/16（日）申告学習会（馬宮ｺﾐｾﾝ第 4 集会室）14:00～16:00
2/17（月）申告学習会（宮原ｺﾐｾﾝ第 3 集会室）13:30～16:00
2/18（火）申告学習会（井原書道塾）9:30～11:30
　　　　 　申告学習会（上峰ｺﾆｭﾆﾃｨﾎｰﾙ）14:00～16:00
　　　申告学習会（西部文化ｾﾝﾀｰ第 4 集会室）18:00～20:00

第
二
表
の
こ
こ
に
２
を
記
入
！

第
一
表
の
㊹
欄
に
人
数
・
金
額
を
記
入

※ 申告学習会に参加する方は必ず予約してください。予約
者がいない会場は中止となることがあります。


